
 

「新型コロナウイルス感染症の集団発生時の対応フロー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園・学校 

早退措置並びに始業、終業時刻を 

変更する場合 

臨時休業（学級・学年閉鎖・休校）を 

行おうとする場合 

 

健康教育課へ連絡（電話） 

健康教育課と協議（電話） 

 

・新型コロナウイルス感染症発生

状況 

・学校医の見解（対象・期間） 

（必要に応じて） 

■学校給食会・パン業者・牛乳業者 

（給食センター） 

（民間調理委託業者） 

（親子給食の親学校） 

臨時休業決定 

（★） 

保護者への周知 

臨時休業の場合（★） 

 

〇 各学校で「学校等欠席者・感染症情報システム」の「学級閉鎖入力画面」又

は、「学校閉鎖入力画面」に必要事項を入力、登録をする。 

〇 早退措置・始業・終業時間の変更を伴う臨時休業の場合は、「学級閉鎖入力画

面」又は「学校閉鎖入力画面」への登録の際に、備考欄へ早退措置等について

付記する。 

 

         

健康教育課から健康福祉局保健部健康推進課へ報告 

学校医との協議 

臨時休業見送り 

参 考 


